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宮 崎 県 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 十 二 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 六 十 八 号

宮 崎 県 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 宮 崎 県 条 例 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 会 派 」 の 下 に 「 及 び 議 員 」 を 加 え る 。

第 二 条 中 「 含 む 。 ） 」 の 下 に 「 及 び 議 員 の 職 に あ る 者 」 を 加 え る 。

第 三 条 の 見 出 し を 「 （ 会 派 に 係 る 政 務 調 査 費 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 三 十 万 円 」 を

「 十 万 円 」 に 改 め る 。

第 十 三 条 を 第 十 四 条 と す る 。

本号で公布された条例のあらま本号で公布された条例のあらましし

◎ 宮崎県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例（条例第68号）

１ 改正の理由及び主な内容

政務調査費の使途の透明化を図るため、収支報告書に支出に係る領収書その他の証拠書類の写しの添付を義務づけることな

どの改正を行うこととしました。

２ 施行期日等

この条例は、平成20年４月１日から施行し、施行日以後に交付する政務調査費から適用することとしました。
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第 十 二 条 の 見 出 し 中 「 収 支 報 告 書 」 を 「 収 支 報 告 書 等 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 第 九 条 」

を 「 第 十 条 」 に 改 め 、 「 収 支 報 告 書 」 の 下 に 「 及 び 証 拠 書 類 （ 以 下 「 収 支 報 告 書 等 」 と い

う 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 次 の 各 号 に 規 定 す る 者 は 」 を 「 何 人 も 」 に 、 「 前 項 の 収

支 報 告 書 」 を 「 収 支 報 告 書 等 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 削 り 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え 、 同 条 を

第 十 三 条 と す る 。

３ 議 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 収 支 報 告 書 等 に 記 載 さ れ て い る 情 報

の う ち 、 宮 崎 県 議 会 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 四 年 宮 崎 県 条 例 第 二 十 七 号 ） 第 七 条 の 不 開 示

情 報 を 除 き 、 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。

第 十 一 条 中 「 会 派 」 の 下 に 「 又 は 議 員 」 を 加 え 、 「 第 八 条 」 を 「 第 九 条 」 に 、 「 こ と が

で き る 」 を 「 も の と す る 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 二 条 と す る 。

第 十 条 を 第 十 一 条 と す る 。

第 九 条 の 見 出 し を 「 （ 収 支 報 告 書 等 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 代 表 者 」 の 下 に 「 及 び

議 員 」 を 加 え 、 「 別 記 様 式 」 を 「 会 派 に あ っ て は 別 記 様 式 第 一 号 に よ り 、 議 員 に あ っ て は

別 記 様 式 第 二 号 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 代 表 者 は 」 の 下 に 「 、 年 度 の 途 中 に お い て 」 を

加 え 、 「 別 記 様 式 」 を 「 別 記 様 式 第 一 号 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 二 項 を 加 え 、 同 条 を 第 十 条

と す る 。

３ 議 員 が 、 年 度 の 途 中 に お い て 、 任 期 満 了 、 辞 職 、 失 職 、 死 亡 若 し く は 除 名 又 は 議 会 の

解 散 に よ り 議 員 で な く な っ た 場 合 に は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 議 員 で あ っ た

者 （ 死 亡 に よ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 相 続 人 ） は 、 議 員 で な く な っ た 日 の 属 す る 月 ま で

の 収 支 報 告 書 を 、 別 記 様 式 第 二 号 に よ り 議 員 で な く な っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 三 十 日

以 内 に 議 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

４ 前 三 項 の 収 支 報 告 書 に は 、 政 務 調 査 費 に よ る 支 出 に 係 る 領 収 書 そ の 他 の 証 拠 書 類 の 写

し （ 以 下 「 証 拠 書 類 」 と い う 。 ） を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

第 八 条 中 「 会 派 」 の 下 に 「 及 び 議 員 」 を 加 え 、 同 条 を 第 九 条 と す る 。

第 七 条 第 一 項 中 「 代 表 者 」 の 下 に 「 及 び 議 員 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 中 「 結 成 さ れ た と き 」

の 下 に 「 又 は 議 員 と な っ た 者 が あ っ た と き 」 を 、 「 提 出 さ れ た 日 」 の 下 に 「 又 は 任 期 開 始
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の 日 」 を 、 「 当 該 会 派 」 の 下 に 「 又 は 議 員 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え 、 同 条 を 第 八

条 と す る 。

６ 一 四 半 期 の 途 中 に お い て 、 辞 職 、 失 職 、 死 亡 若 し く は 除 名 又 は 議 会 の 解 散 に よ り 議 員

で な く な っ た と き は 、 当 該 議 員 で あ っ た 者 （ 死 亡 に よ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 相 続 人 ）

は 、 議 員 で な く な っ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 の 場 合 は 当 月 ） 分 以 降 の

政 務 調 査 費 を 速 や か に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。

第 六 条 中 「 係 る 会 派 」 の 下 に 「 及 び 議 員 」 を 、 「 代 表 者 」 の 下 に 「 及 び 議 員 」 を 加 え 、

同 条 を 第 七 条 と す る 。

第 五 条 の 見 出 し 中 「 会 派 」 を 「 会 派 等 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 あ っ た 会 派 」 の 下 に 「

及 び 政 務 調 査 費 の 交 付 を 受 け る 議 員 」 を 加 え 、 同 条 を 第 六 条 と す る 。

第 四 条 を 第 五 条 と し 、 第 三 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 議 員 に 係 る 政 務 調 査 費 ）

第 四 条 議 員 に 係 る 政 務 調 査 費 は 、 月 額 二 十 万 円 を 月 の 初 日 に 在 職 す る 議 員 に 対 し 交 付 す

る 。

２ 月 の 途 中 に お い て 、 議 員 の 任 期 満 了 、 辞 職 、 失 職 、 死 亡 若 し く は 除 名 又 は 議 会 の 解 散

が あ っ た 場 合 に お け る こ れ ら の 事 由 が 生 じ た 日 の 属 す る 月 の 政 務 調 査 費 の 交 付 に つ い て

は 、 こ れ ら の 事 由 が 生 じ な か っ た も の と み な す 。

別 記 様 式 中 「 」 を 「 」 に 、 「 」 を 「

」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 一 号 と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。

（第９条関係） （第10条関係） 第９条第１項 第10条

第１項
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附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 宮 崎 県 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の

施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 交 付 す る 政 務 調 査 費 に つ い て 適 用 し 、 施 行

日 前 に 交 付 し た 政 務 調 査 費 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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